
1 指摘 HP

á 　Ａが処分可能なので、流動財産譲渡担保と言っ

てもよい。ただ、本件在庫商品に新たに追加されること

が予定されていない点でやや特殊である。この点は、

本問では詳しく論じる必要はないだろう。

à

2 指摘 HP

á 　この括弧書きの問題は、結論に影響しないので

書かなくてもよいが、気付けば若干加点。

à

3 指摘 HP

á 　譲渡担保・流動財産譲渡担保の性質論を展開

するのは、本問では余裕がなく略している。担保権的

構成では二重設定が可能になることを上手に加えれ

ば加点。

à

4 指摘 HP

á 　平成18年のブリハマチ事件判決では、後順位譲

渡担保権の成立を認めるようにみえるが、ここではそう

だとしても優劣が問題になる。

à

5 指摘 HP

á 　以下はいわゆる類型説で否定する結論を採った

が、肯定説・否定説のいずれも成り立ちうる。肯定説

に立てば、善意・無過失要件が、186条・188条の推

定とからめて問題になるので、解答例ではそれを避けた

という側面もある。

à
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民法展開演習（HA・HB合同）

最終到達度検証試験の解答例・コメント付

１ 設問１の(1)について

(1) ＡＢ間の契約の性質と占有の性質
まず、ＡＢ間の契約は何かが、Ｂの直接占有の有無やＡの占有の性質から問題になる。

事実2のＢの言葉をそのまま受け取ればＢ所有倉庫の空き部分の賃貸借契約とも考えられ
る。しかし、倉庫の鍵はＢのみが所持していて（事実1）、ＡがＢの倉庫の空き場所を自由

に使えるわけではないから、ＢはＡの占有補助者ではなく倉庫に対してＡから独立した直

接占有を保持している。それゆえ、ＡＢ間の契約は、賃貸借ではなく、有償寄託であると

考えられる。そして、本件在庫商品は、受寄者Ｂが直接占有し、Ｂの占有を通じてＡが間

接占有している。

(2) ＡＣ間およびＡＤ間の契約ならびにＣおよびＤまたはＥの所有権取得の優劣
次に、ＡＣ間およびＡＤ間の契約はいずれも集合動産譲渡担保に該当する。目的物は本

件在庫商品と特定しており、弁済期まではＡの処分権限が認められるので、設定者の経営

の自由を過度に圧迫することはなく、また、目的物はＡが事実1で買い受けた家具等に限
られているので、Ａの他の債権者を害することもない。それゆえ、両契約は公序良俗に反

することはなく、共に有効である（Ｄについて利息制限法の制限超過部分は無効で、Ａは弁済

期にＤに2,925,750円を返還すれば足りるが、消費貸借契約や譲渡担保契約の全体には影響しない）。

判例によれば、譲渡担保は、担保目的での所有権の譲渡と解され、譲渡担保の二重設定

は債権契約としては有効であるが、所有権は二重には存在せず、所有権譲渡の優劣が定め

られなければならない。動産所有権譲渡の対抗要件は、178条の引渡しであるところ、引
渡しには、現実の引渡しのほか、簡易の引渡し（182条2項）、占有改定（183条）および指

図による占有移転（184条）も含まれる（判例・通説）。また、動産債権譲渡特例法による動

産譲渡登記も、民法178条の引渡しがあったものとみなされ、同等の対抗力を有する（同
法3条1項）。そこで、ＣとＤへの譲渡の優劣は、原則として対抗要件の具備の先後により

定まるところ、本件では、Ｃの動産譲渡登記が先行しているため（事実4および5）、Ｃへ
の所有権譲渡が優先する。

もっとも、動産譲渡登記の具備によっていったんＣへの所有権の帰属が確定したとして

も、その後のＤへの譲渡および譲渡担保権の実行としてのＤのＥへの売却のいずれかにつ

いて即時取得（192条）が成立すれば、Ｃは所有権を失う。そこで即時取得の要件を検討

する。ＤもＥも、前主との有効な取引行為によって占有を取得しているが、指図による占

有移転でもこの要件がみたされるかどうかには議論がある。Ｂの直接占有が続いていて、

外観上、Ｃが自らの所有権取得を脅かされているとは認識できない状態なので、占有改定

による即時取得を否定する見解からは、本件でも即時取得の成立は否定的に解されよう。

そうすると、その他の要件の充足の有無を検討するまでもなく、所有権はＣに帰属する。

(3) Ｂによる本件在庫商品の返還先
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6 指摘 HP

á 　ＢとＤのやりとり（事実5）を摘示して、寄託契約の

寄託者の地位がＤに受け継がれたという構成を採るこ

ともありうる。ただ、ＤはＣに所有権取得を対抗できない

ため、契約上の地位だけがＤに移っているというのは、い

ささか不自然な感がある。

à

7 指摘 HP

á 　660条2項が受寄者に広く引渡拒絶権を認めた

とする理解もありうるが、受寄者の地位が所有者にも

対抗できる占有正権原となる理由が説明できないため

、採用していない（授業で触れた潮見説批判）。

à

8 指摘 HP

á 　この部分だけでも十分だと評価する。弁済期の

到来や占有取得が不法行為によるものでないこととい

う要件は、本件では問題になる余地がなく、しかも留

置権成立に対する消極的要件なので、書かなくて良

いと思う。

à

9 指摘 HP

á 　第三者の詐欺や補充性に基づく抗弁は、成り立

たないことがほぼ確実だから、書かなくてもよいが、簡潔

に書ければ若干加点するとしていたが、基礎点とするこ

とに変更し、錯誤取消しの検討も併せて評価すること

にした。融資の使途が定められていないことから、相手

方にとって基礎とした事情が表示されていたとはいえず

、錯誤取消しも認められない。

à
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最後に、動産債権譲渡特例法3条2項ならびにこれを参考に新設された民法660条2項およ
び3項と物権的返還請求権の関係を論じる。まず、ＡとＤまたはＥの関係では、事実5の通
知がＤを寄託者＝返還請求権者とする指図であるとすれば、事実6のＤの連絡（これも指図
と解される）と相まって、ＢはＡにではなくＥに返還するべきことになろう。

しかし、ＣとＥとの関係では、ＤおよびＥの即時取得が否定されるとすれば、Ｃが優先

する（上記(2)）。Ａが行方不明であるためＡに催告（動産債権譲渡特例法3条）をすることが

できないので、Ｂは、登記済の譲受人Ｃに本件在庫商品を返還すれば、Ａに対する損害賠

償責任を問われない。同様にＤやＥに対する損害賠償責任も問われないことになろう。し

たがって、Ｂは、本件在庫商品をＣに返還するべきである。

２ 設問１の(2)について

譲渡担保権の実行前に譲渡担保権者が所有者となって寄託契約関係が引き継がれるのか

は難しい問題であるが、それが肯定されれば、寄託関係を最終的に引き継いだ所有権者に

対して寄託契約上の保管料債権を主張できるはずである。

仮に契約関係が引き継がれないとすれば、Ｂの直接占有が続いている限り、ＡＢ間の寄

託契約が2021年2月まで残っていたことになる。ＢはＡまたはＣもしくはＤの所有にかか
る他人の物を占有し、本件在庫商品の寄託契約に基づく保管料債権を有しており、同債権

は本件在庫商品の占有保管を内容とする寄託契約という同一の法律関係から生じたものと

して全額につき目的物との牽連性があり、留置権が成立する（295条）。留置権は物権であ

り、目的物の所有権を取得した者にも対抗できる。

よって、Ｂは、いずれにしても35万円の支払と引換えの抗弁を主張することができる。

３ 設問２

(1) 第三者の詐欺による取消し
本件連帯保証契約は、一般的な書面要件をみたしたＦＧ間の確定額の保証であり、その

限りでは有効に成立する（446条2項）。自らの事業に使うのにＨの進学資金であるとして、

Ａが借入金の使途について虚偽の事実を述べてＧに保証委託をし、それによりＧがＦと連

帯保証契約をしたことが問題となる。ただ、金銭消費貸借契約では使途が定められていな

かったため、一般的には、使途に関する詐欺の事実を相手方Ｆが知ることができたとは言

いにくく、第三者Ａの詐欺を理由とするＧによる取消し（96条2項）は難しい。

(2) 催告・検索の抗弁権
本件契約は連帯保証契約であるため、催告・検索の抗弁権はない（454条）。

(3) 事業債務個人保証契約の無効
問題になりうるのは、事業債務個人保証契約の規律の適用である。その適用が肯定され

れば、事前に保証意思確認の公正証書の作成が原則として必要であり、それを欠く事業債

務個人保証契約は無効である（465条の6第1項）。保証人であるＡの妻Ｇが、5年前からＡと
別居しＡの事業の共同経営者でもＡの事業に従事しているのでもない本件では（事実8）、

適用除外要件（465条の9）はみたされない。

核心は、使途を定めていない債務についての本件保証契約が「事業のために負担した貸
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10 指摘 HP

á 　賛成はできないが、「動機の錯誤や第三者の詐

欺の場合と同じように、債権者の取引安全の保護を

強調して、債権者が善意・無過失であれば、融資金

が客観的には事業に用いられていても、事業債務個

人保証に該当しないとする信頼が保護されるべきで、

本件保証契約は有効である。」との有効説も論理的

には十分成り立つので、同等に評価する。

à

11 指摘 HP

á 　解答例は細かく書き分けたが、教育的効果を考

慮したためであり、項目を分けずにもう少し簡略に書い

ても同等に評価する。

à
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金等債務を主たる債務とする保証契約」に当たるか否かである。たしかに、金銭消費貸借

契約には使途は定められておらず、債権者が使途を明確に把握することは難しいため、そ

の場合に保証契約を、保証意思宣明公正証書を欠くとして無効にすることは、債権者の予

測を裏切るとも考えられる。しかし、同条の規定は、巨額の事業債務を負担する保証人に

その債務内容を明確に認識させて慎重な保証意思の確認を行うことで、安易な保証契約の

締結を抑制することにあり、本件でも、現実にＡの事業債務をＧは保証している結果にな

るから、保証人保護の趣旨から、事前に慎重な手続が必要であったと言える。また、経営

者保証に該当しない第三者を保証人として使途を定めずに金銭を貸与する債権者にも、自

らを守るために慎重で厳格な手順を践むことを期待することは不合理ではない。

よって、本件保証契約は事業債務個人保証契約に該当し、事前の保証意思宣明公正証書

が作成されていないことから、Ｇは保証契約の無効を主張して、保証債務の履行を拒むこ

とができる。

４ 設問３  

(1) 遺言の自由と遺留分による制約 

遺言者は、自らの財産の処分を自由に決定することができるのが原則であるが、近親者  

である相続人には相続に対する一定の期待があり、また、被相続人に依拠して生活をして

きた遺族の生活を保障する必要があるため、相続財産の一定部分を一定範囲の相続人のた

めに留保させるのが遺留分制度である。  

(2) 本件の相続人と遺留分割合 

本件では、Ａの妻Ｇと子ＨおよびＩの3人が相続人であり、各自の遺留分割合は法定相 

続分の2分の1である（1042条1項2号および同条2項）。 

(3) 本件遺言の意味と遺留分侵害 

いわゆる「相続させる」旨の遺言は、一般的には、相続分の指定を伴う遺産分割方法の  

指定だと解されているが（改正法での名称は「特定財産承継遺言」。1046条1項括弧書きおよび1047 

条1項前段括弧書き）、本件の遺言のように全部をＩに独占的に承継させるものは、ＧやＨ

の相続分をゼロとする相続分の指定であると考えられ（902条1項、1046条1項括弧書きおよび

1047条1項前段括弧書きの「相続分の指定」（による遺産の取得））、ＧやＨの遺留分を侵害する 

ことは明らかである。それゆえ、Ｇは、Ｉに対して、自らの遺留分侵害額請求を行うこと  

ができるほか、親権者のＧが未成年者Ｈの法定代理人としてＨの遺留分侵害額請求を行う

ことができる。 

(4) 遺留分の算定のための相続財産の価額 

遺留分を算定するための相続財産の価額は、本件では、被相続人が相続開始の時に有し  

た財産の価額7000万円（不動産の6000万円に預貯金1000万円を加えたもの）、Ｉの特別受益と 

して大学・大学院に進学するために要した費用1000万円（1044条1項および3項の10年以内の

「生計の資本として受けた贈与の価額」でありＩの悪意を要件としない）を加え、債務2000万円 

の全額を控除した額であり（1043条）、6000万円である。  

(5) 各自の具体的遺留分額 

Ｇの個別的遺留分額は、相続財産の価額に遺留分割合を乗じたもので、本件の場合、6000 
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万円×2分の1×2分の1＝1500万円となる。Ｈの個別的遺留分額も同様に、6000万円×2分
の1×2分の1×2分の1＝750万円となる。
(6) 遺留分侵害額請求
本件では、Ｉが債務を含めてすべての財産を相続し、すでに借入れによる債務の清算を

済ませているので、遺留分侵害額を算定するための控除や加算（1046条2項）はなく、上
記の額がそのまま遺留分侵害額請求の額となる。改正前と異なって、遺留分侵害額請求は、

物権的な効果を伴う現物返還を内容としない金銭給付請求と位置づけられるので、Ｉの本

件不動産の相続承継には影響がなく、Ｉは、ＧやＨに対して、上記の侵害額の支払債務を

負担するのみである。
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